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株券上場審査基準の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（上場審査基準） 

第４条  第２条に規定する上場審査は、次の各号

に適合する新規上場申請者の株券及び優先出資

証券を対象として行うものとする。 

 （１）～（６）  （略） 

 （７）  財務諸表等及び中間財務諸表等 

   ａ  （略） 

   ｂ  最近２年間に終了する各事業年度及び各

連結会計年度の財務諸表等に添付される監

査報告書（最近１年間に終了する事業年度

及び連結会計年度の財務諸表等に添付され

るものを除く。）において、公認会計士又

は監査法人（以下「公認会計士等」という。）

の「無限定適正意見」又は「除外事項を付

した限定付適正意見」が記載されているこ

と。ただし、本所が適当と認める場合は、

この限りでない。 

 

   ｃ  最近１年間に終了する事業年度及び連結

会計年度の財務諸表等に添付される監査報

告書並びに最近１年間に終了する事業年度

における中間会計期間及び連結会計年度に

おける中間連結会計期間の中間財務諸表等

に添付される中間監査報告書において、公

認会計士等の「無限定適正意見」又は「中

間財務諸表等が有用な情報を表示している

旨の意見」が記載されていること。ただし、

本所が適当と認める場合は、この限りでな

い。 

 （８）～（１１）  （略） 

 

 ２・３  （略） 

 

（上場審査基準） 

第４条  第２条に規定する上場審査は、次の各号

に適合する新規上場申請者の株券及び優先出資

証券を対象として行うものとする。 

 （１）～（６）  （略） 

 （７）  財務諸表等及び中間財務諸表等 

   ａ  （略） 

   ｂ  最近２年間に終了する各事業年度及び各

連結会計年度の財務諸表等に添付される監

査報告書並びに最近１年間に終了する事業

年度における中間会計期間及び連結会計年

度における中間連結会計期間の中間財務諸

表等に添付される中間監査報告書におい

て、公認会計士又は監査法人（以下「公認

会計士等」という。）の「適正」である旨

又は「有用な情報を表示している」旨の総

合意見が表明されていること。ただし、本

所が適当と認める場合は、この限りでない。 

   ｃ  前ｂに掲げる監査報告書のうち最近１年

間に終了する事業年度及び連結会計年度の

財務諸表等に添付されるもの並びに前ｂに

掲げる中間監査報告書について、除外事項

が付されていないこと。ただし、本所が適

当と認める場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 （８）～（１１）  （略） 

 

 ２・３  （略） 
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（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準） 

第６条  前条に規定する上場審査は、九州周辺に

営業の主体を有し、次の各号に適合する新規上

場申請者の株券を対象として行うものとする。 

 （１）～（４）  （略） 

 （５）  財務諸表等及び中間財務諸表等 

   ａ  「上場申請のための有価証券報告書」に

添付される監査報告書（最近１年間に終了

する事業年度及び連結会計年度の財務諸表

等に添付されるものを除く。）において、

公認会計士等の「無限定適正意見」又は「除

外事項を付した限定付適正意見」が記載さ

れていること。ただし、本所が適当と認め

る場合はこの限りでない。 

   ｂ  最近１年間に終了する事業年度及び連結

会計年度の財務諸表等に添付される監査報

告書並びに最近１年間に終了する事業年度

における中間会計期間及び連結会計年度に

おける中間連結会計期間の中間財務諸表等

に添付される中間監査報告書において、公

認会計士等の「無限定適正意見」又は「中

間財務諸表等が有用な情報を表示している

旨の意見」が記載されていること。ただし、

当取引所が適当と認める場合は、この限り

でない。 

   ｃ  （略） 

 （６）  （略） 

２  （略） 

 

付  則 

この改正規定は、平成１５年４月１日から施行

し、平成１５年３月１日以後終了する事業年度及

び連結会計年度に係る監査報告書並びに平成１５

年３月１日後開始する中間会計期間及び中間連結

会計期間に係る中間監査報告書について適用し、

平成１５年３月１日前に終了する事業年度及び連

（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準） 

第６条  前条に規定する上場審査は、九州周辺に

営業の主体を有し、次の各号に適合する新規上

場申請者の株券を対象として行うものとする。 

 （１）～（４）  （略） 

 （５）  財務諸表等及び中間財務諸表等 

   ａ  「上場申請のための有価証券報告書」に

添付される監査報告書及び中間監査報告書

において、公認会計士等の「適正」である

旨又は「有用な情報を表示している」旨の

総合意見が表明されていること。ただし、

本所が適当と認める場合はこの限りでな

い。 

 

   （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｂ  （略） 

 （６）  （略） 

２  （略） 
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結会計年度に係るもの並びに平成１５年３月１日

以前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期

間に係るものについては、なお従前の例による。 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（会社情報の開示） 

第２条  上場会社は、次の各号のいずれかに該当

する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲

げる事実にあっては、投資者の投資判断に及ぼ

す影響が軽微なものとして本所が定める基準に

該当するものを除く。）は、直ちにその内容を

開示しなければならない。 

 （１）  上場会社の業務執行を決定する機関が、

次に掲げる事項を行うことについての決定を

した場合（当該決定に係る事項を行わないこと

を決定した場合を含む。） 

   ａ～ａｆ  （略） 

   ａｇ  財務諸表等又は中間財務諸表等に継続

企業の前提に関する事項を注記すること。 

   ａｈ  ａから前ａｇまでに掲げる事項のほか、

当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は

当該上場有価証券に関する重要な事項であ

って投資者の投資判断に著しい影響を及ぼ

すもの 

 （２）  次に掲げる事実が発生した場合 

   ａ～ｕ  （略） 

   ｖ  財務諸表等に添付される監査報告書又は

中間財務諸表等に添付される中間監査報告

書について、継続企業の前提に関する事項を

除外事項として公認会計士等の「除外事項を

付した限定付適正意見」又は「除外事項を付

した限定付意見」が記載されることとなった

こと。 

   ｗ  ａから前ｖまでに掲げる事項のほか、当該

上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該

上場有価証券に関する重要な事項であって

投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすも

の 

（会社情報の開示） 

第２条  上場会社は、次の各号のいずれかに該当

する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲

げる事実にあっては、投資者の投資判断に及ぼ

す影響が軽微なものとして本所が定める基準に

該当するものを除く。）は、直ちにその内容を

開示しなければならない。 

 （１）  上場会社の業務執行を決定する機関が、

次に掲げる事項を行うことについての決定を

した場合（当該決定に係る事項を行わないこと

を決定した場合を含む。） 

   ａ～ａｆ  （略） 

   （新設） 

 

   ａｇ  ａから前ａｆまでに掲げる事項のほか、

当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は

当該上場有価証券に関する重要な事項であ

って投資者の投資判断に著しい影響を及ぼ

すもの 

 （２）  次に掲げる事実が発生した場合 

   ａ～ｕ  （略） 

   （新設） 

 

 

 

 

 

 

   ｖ  ａから前ｕまでに掲げる事実のほか、当該

上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該

上場有価証券に関する重要な事実であって

投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすも

の 
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 （３）・（４）  （略） 

２～９  （略） 

 

（決定事項等に係る通知及び書類の提出） 

第５条  上場会社は、次の各号に掲げる事項につ

いて決議又は決定を行った場合（投資者の投資

判断に及ぼす影響が軽微なものとして本所が定

める基準に該当する場合を除く。）には、直ち

に本所に通知するとともに、本所が別に定める

ところに従い、書類の提出を行うものとする。 

 （１）  第２条第１項第１号ａからａｈまでに

掲げる事項 

 （２）～（１３）  （略） 

２・３  （略） 

 

付  則 

この改正規定は、平成１５年４月１日から施行

し、平成１５年３月１日以後終了する事業年度及

び連結会計年度に係る財務諸表等及び監査報告書

並びに平成１５年３月１日後開始する中間会計期

間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表等及

び中間監査報告書について適用する。 

 

 （３）・（４）  （略） 

２～９  （略） 

 

（決定事項等に係る通知及び書類の提出） 

第５条  上場会社は、次の各号に掲げる事項につ

いて決議又は決定を行った場合（投資者の投資

判断に及ぼす影響が軽微なものとして本所が定

める基準に該当する場合を除く。）には、直ち

に本所に通知するとともに、本所が別に定める

ところに従い、書類の提出を行うものとする。 

 （１）  第２条第１項第１号ａからａｇまでに

掲げる事項 

 （２）～（１３）  （略） 

２・３  （略） 
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株券上場廃止基準の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（上場廃止基準） 

第２条  上場銘柄（Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄を除

く。以下この条において同じ。）が次の各号の

いずれかに該当する場合は、その上場を廃止す

るものとする。 

 （１）～（１０）  （略） 

 （１１）  財務諸表等又は中間財務諸表等に係

る虚偽記載又は不適正意見等 

     次のａ又はｂに該当する場合 

   ａ  （略） 

   ｂ  上場会社の財務諸表等に添付される監査

報告書又は中間財務諸表等に添付される中

間監査報告書において、公認会計士等によ

って、監査報告書については「不適正意見」

又は「意見の表明をしない」旨（本所が別

に定める場合を除く。以下このｂにおいて

同じ。）が、中間監査報告書については「中

間財務諸表等が有用な情報を表示していな

い意見」又は「意見の表明をしない」旨が

記載され、かつ、その影響が重大であると

本所が認めた場合 

 （１２）～（１６）  （略） 
 

付  則 

この改正規定は、平成１５年４月１日から施行

し、平成１５年３月１日以後終了する事業年度及

び連結会計年度に係る監査報告書並びに平成１５

年３月１日後開始する中間会計期間及び中間連結

会計期間に係る中間監査報告書について適用し、

平成１５年３月１日前に終了する事業年度及び連

結会計年度に係るもの並びに平成１５年３月１日

以前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期

間に係るものについては、なお従前の例による。 

 

（上場廃止基準） 

第２条  上場銘柄（Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄を除

く。以下この条において同じ。）が次の各号の

いずれかに該当する場合は、その上場を廃止す

るものとする。 

 （１）～（１０）  （略） 

 （１１）  財務諸表等又は中間財務諸表等に係

る虚偽記載又は不適正意見等 

     次のａ又はｂに該当する場合 

   ａ  （略） 

   ｂ  上場会社の財務諸表等に添付される監査

報告書又は中間財務諸表等に添付される中

間監査報告書において、公認会計士等によ

って、監査報告書については「不適正」で

ある旨又は「意見差し控え」（本所が別に

定める場合を除く。以下このｂにおいて同

じ。）である旨の総合意見が、中間監査報

告書については「有用な情報を表示してい

ない」旨又は「意見差し控え」である旨の

総合意見が表明され、かつ、その影響が重

大であると本所が認めた場合 

 （１２）～（１６）  （略） 
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有価証券上場規程に関する取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

７．第３条（新規上場申請手続）第８項関係 

 （１）・（２） （略） 

 （３）  「上場申請のための有価証券報告書（Ⅰ

の部）」に記載する新規上場申請者の上場申

請日の直前事業年度及び直前連結会計年度の

財務諸表等に関する「監査概要書」には、会

社の会計組織、経理規程、原価計算制度、内

部統制組識、内部監査組識、連結財務諸表作

成のための体制とその運用及び連結財務諸表

の作成に関する経理規程並びに連結子会社及

び持分法適用会社の経理規程の整備状況等に

関する公認会計士又は監査法人による評価に

ついて記載した書面を添付するものとする。 

 （４）  「監査概要書」又は「中間監査概要書」

は、前６．（２）の規定により財務諸表等又

は中間財務諸表等に対する監査報告書又は中

間監査報告書の写しを提出した場合には、既

に内閣総理大臣等に提出した当該監査又は中

間監査に関する監査概要書又は中間監査概要

書の写しで足りるものとする。 

 

 

 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成１５年４月１日から施行

し、平成１５年３月１日以後終了する事業年度及

び連結会計年度に係る監査概要書について適用

し、平成１５年３月１日前に終了する事業年度及

び連結会計年度に係るものについては、なお従前

の例による。 

７．第３条（新規上場申請手続）第８項関係 

 （１）・（２） （略） 

 （３）  「上場申請のための有価証券報告書（Ⅰ

の部）」に記載する新規上場申請者の上場申

請日の直前事業年度及び直前連結会計年度の

財務諸表等に関する「監査概要書」には、監

査証明府令第５条第２項に規定する「第１号

様式」（記載上の注意）（１）ｃの（ｂ）及

びｄの（ｂ）に掲げる事項を追加するものと

する。 

 

 

 

 （４）  「監査概要書」又は「中間監査概要書」

は、前６．（２）の規定により財務諸表等又

は中間財務諸表等に対する監査報告書又は中

間監査報告書の写しを提出した場合には、既

に内閣総理大臣等に提出した当該監査又は中

間監査に関する監査概要書又は中間監査概要

書の写しで足りるものとする。この場合にお

いて、上場申請日の直前事業年度及び直前連

結会計年度の財務諸表等に関するものについ

ては、前（３）に規定する事項を記載した書

面を当該写しに添付するものとする。 
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株券上場審査基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

２．第４条（上場審査基準）第１項関係 

 （１）～（６） （略） 

 （７）  財務諸表等及び中間財務諸表等 

   ａ・ｂ  （略） 

   ｃ  第７号ｂに規定する「本所が適当と認め

る場合」には、次の（ａ）又は（ｂ）に定

める場合を含むものとする。 

      （ａ）  監査報告書において、公認会計士

等の「意見の表明をしない」旨が記載さ

れている場合であって、当該記載の理由

が天災地変等、新規上場申請者の責めに

帰すべからざる事由によるものである

とき。 

      （ｂ）  監査報告書において、公認会計士

等の「不適正意見」又は「意見の表明を

しない」旨が記載されている場合であっ

て、当該記載の理由が継続企業の前提に

関する事由によるものであるとき。 

   ｄ  第７号ｃに規定する「本所が適当と認め

る場合」とは、監査報告書（直前事業年度

及び直前連結会計年度の財務諸表等に添付

されるものを除く。）又は中間監査報告書

において、継続企業の前提に関する事項を

除外事項若しくは理由として、公認会計士

等の「無限定適正意見」又は「中間財務諸

表等が有用な情報を表示している旨の意

見」が記載されていない場合をいうものと

する。 

   ｅ～ｇ  （略） 

 （８）～（１０） （略） 

 

 

 

２．第４条（上場審査基準）第１項関係 

 （１）～（６） （略） 

 （７）  財務諸表等及び中間財務諸表等 

   ａ・ｂ  （略） 

   ｃ  第７号ｂに規定する「本所が適当と認め

る場合」には、監査報告書（最近１年間に

終了する事業年度及び連結会計年度の財務

諸表等に添付されるものを除く。）におい

て、公認会計士等の意見を差し控える旨が

記載されている場合であって、当該記載の

理由が天災地変等、新規上場申請者の責め

に帰すべからざる事由によるものであると

きを含むものとする。 

 

 

 

 

 

   ｄ  第７号ｃに規定する「本所が適当と認め

る場合」とは、財務諸表等の項目が当該財

務諸表等に係る事業年度又は連結会計年度

の直前事業年度又は直前連結会計年度と同

一の基準により処理されていない場合であ

って、その基準の変更が、法令等の改正に

伴うものであるとき又は新規上場申請者の

内部若しくは外部の環境の変化に伴うもの

であると認められるときをいうものとす

る。 

   ｅ～ｇ  （略） 

 （８）～（１０） （略） 
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５．第６条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準）

第１項関係 

 （１）～（５） （略） 

 （６）  財務諸表等及び中間財務諸表等 

   ａ  ２．（７）ｃの規定は、第５号ａの場合

に準用する。 

   ｂ  ２．（７）ｄの規定は、第５号ｂの場合

に準用する。 

   ｃ  ２．（７）ａ及びｂの規定は、第５号ｃ

の場合に準用する。 

 

付  則 

この改正規定は、平成１５年４月１日から施行

し、平成１５年３月１日以後終了する事業年度及

び連結会計年度に係る監査報告書並びに平成１５

年３月１日後開始する中間会計期間及び中間連結

会計期間に係る中間監査報告書について適用し、

平成１５年３月１日前に終了する事業年度及び連

結会計年度に係るもの並びに平成１５年３月１日

以前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期

間に係るものについては、なお従前の例による。 

５．第６条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準）

第１項関係 

 （１）～（５） （略） 

 （６）  財務諸表等及び中間財務諸表等 

   ａ  ２．（７）ｃの規定は、第４号ａの場合

に準用する。 

   （新設） 

 

   ｂ  ２．（７）ａ及びｂの規定は、第４号ｂ

の場合に準用する。 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１．の２  第２条（会社情報の開示）第１項関係 

 （１）・（２） （略） 

 （３）  上場会社が親会社等（親会社（財務諸

表等規則第８条第３項に規定する親会社をい

う。）及び上場会社が他の会社の関連会社で

ある場合における当該他の会社をいうものと

し、この場合において、これらの会社が複数

あるときは、上場会社に与える影響が最も大

きいと認められる会社をいうものとし、その

影響が同等であると認められるときは、いず

れか一つの会社をいうものとする。ただし、

Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場会社である場合には、

当該上場会社の総株主の議決権（株券上場審

査基準第４条第１項第２号ａに規定する総株

主の議決権をいう。以下この（３）において

同じ。）の過半数を保有している会社（当該

上場会社の総株主の議決権の過半数を実質的

に保有している会社を含む。）をいう。以下

同じ。）を有している場合は、第２号ｗに掲

げる事実には、次に掲げる事実を含むものと

する。ただし、当該親会社等が国内の証券取

引所に上場又は日本証券業協会に登録されて

いる株券の発行者である場合その他本所が適

当と認める者である場合は、この限りでない。 

   ａ～ｃ  （略） 

 （４） （略） 

 

付  則 

この改正規定は、平成１５年４月１日から施行

する。 

１．の２  第２条（会社情報の開示）第１項関係 

 （１）・（２） （略） 

 （３）  上場会社が親会社等（親会社（財務諸

表等規則第８条第３項に規定する親会社をい

う。）及び上場会社が他の会社の関連会社で

ある場合における当該他の会社をいうものと

し、この場合において、これらの会社が複数

あるときは、上場会社に与える影響が最も大

きいと認められる会社をいうものとし、その

影響が同等であると認められるときは、いず

れか一つの会社をいうものとする。ただし、

Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場会社である場合には、

当該上場会社の総株主の議決権（株券上場審

査基準第４条第１項第２号ａに規定する総株

主の議決権をいう。以下この（３）において

同じ。）の過半数を保有している会社（当該

上場会社の総株主の議決権の過半数を実質的

に保有している会社を含む。）をいう。以下

同じ。）を有している場合は、第２号ｕに掲

げる事実には、次に掲げる事実を含むものと

する。ただし、当該親会社等が国内の証券取

引所に上場又は日本証券業協会に登録されて

いる株券の発行者である場合その他本所が適

当と認める者である場合は、この限りでない。 

   ａ～ｃ  （略） 

 （４） （略） 

 

 

 
 

 


